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(57)【要約】
【課題】外部からの情報を入手することなく、太陽光に
よる発電量の予測を行うこと。
【解決手段】発電量予測装置は、日の出に近い第１の時
間の間での第１の方位の第１の発電量を算出する算出部
と、算出部が算出した第１の発電量に基づいて、日の出
から一日の総発電量を予測する予測部とを備える。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　日の出に近い第１の時間の間での第１の方位の第１の発電量を算出する算出部と、
　前記算出部が算出した前記第１の発電量に基づいて、前記日の出から一日の総発電量を
予測する予測部と
　を備える、発電量予測装置。
【請求項２】
　前記算出部は、前記第１の時間の時間の間での第２の方位の第２の発電量を算出し、
　前記予測部は、前記算出部が算出した前記第２の発電量に基づいて、該日の出から一日
の総発電量を予測する、請求項１に記載の発電量予測装置。
【請求項３】
　前記予測部は、前記総発電量が、総発電量閾値を超えるか否かを予測する、請求項１又
は請求項２に記載の発電量予測装置。
【請求項４】
　前記算出部は、前記第１の時間の経過後の第２の時間の間での第３の発電量を算出し、
　前記予測部は、前記算出部が算出した前記第３の発電量に基づいて、前記第１の発電量
を算出した後の発電量を予測する、請求項１から請求項３のいずれか一項に記載の発電量
予測装置。
【請求項５】
　前記予測部が予測した結果に応じて、制御対象機器を制御する制御信号を出力する出力
部
　を備える、請求項１から請求項４のいずれか一項に記載の発電量予測装置。
【請求項６】
　前記出力部は、前記予測部が予測した結果に応じて、前記一日が晴天であるか否かを判
定し、該晴天であるか否かの判定結果に応じて、前記制御対象機器を制御する制御信号を
出力する、請求項５に記載の発電量予測装置。
【請求項７】
　第１のセンサーと、
　前記第１のセンサーが検出した情報を示す第１の検出情報を蓄積する情報蓄積部と
　を備え、
　前記算出部は、前記情報蓄積部が蓄積した前記第１の検出情報から、前記第１の発電量
を算出する、請求項１から請求項６のいずれか一項に記載の発電量予測装置。
【請求項８】
　前記第１のセンサーは、東向きに設置され、前記日の出からの日射量又は発電量を検出
する、請求項７に記載の発電量予測装置。
【請求項９】
　第２のセンサー
　を備え、
　前記情報蓄積部は、前記第２のセンサーが検出した情報を示す第２の検出情報を蓄積し
、
　前記算出部は、前記日の出に近い第１の時間の時間の間での第２の発電量を算出する、
請求項７又は請求項８に記載の発電量予測装置。
【請求項１０】
　前記第２のセンサーは、南向きに設置され、前記日の出からの日射量又は発電量を検出
する、請求項９に記載の発電量予測装置。
【請求項１１】
　発電量予測装置が実行する発電量予測方法であって、
　日の出に近い第１の時間の時間の間での第１の発電量を算出するステップと、
　前記算出するステップで算出した前記第１の発電量に基づいて、該日の出から一日の総
発電量を予測するステップと
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　を有する、発電量予測方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、発電量予測装置、及び発電量予測方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　発電機や蓄電池とともに太陽光発電設備を負荷設備に接続する電力供給システムが知ら
れている（例えば、特許文献１を参照）。このような電力供給システムでは、発電機の起
動時には、該発電機が負荷設備に電力を供給するとともに蓄電池を充電する。また、発電
機の停止時には、蓄電池及び太陽光発電設備が負荷設備に電力を供給する。
【０００３】
　電力供給システムの運用において、ある一日の太陽光発電設備による発電量が予め分か
れば、負荷設備への電力供給や蓄電池の充電のために発電機を稼働させる時間に、太陽光
発電設備による負荷設備への電力供給や蓄電池への充電が可能になる。この結果、発電機
の稼働時間を削減したり、蓄電池の充放電のタイミングを制御したりすることで、太陽光
発電設備によって発電された電力を有効に利用することが期待される。
　気象情報等の外部からの情報から太陽光発電設備による発電量を予測する技術や、外部
からの情報ではなく、気圧センサー等のセンサーが計測した情報から太陽光発電設備によ
る発電量を予測する技術がある。気象情報には、天気予報、雲量等から得られる情報が含
まれる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１５－７０６３７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　外部からの情報をインターネットやＴＶ、ラジオ等を通じて入手し、該外部からの情報
から発電量を予測するには、通信回線が必要である場合や、情報提供料金が必要である場
合がある。また、気圧センサー等を用いて計測した情報から予測する場合には、気圧変動
により、天候が回復傾向にあるのか、崩れる傾向にあるのかを予測できるが、発電量を予
測することは困難である。
【０００６】
　本発明は、上記問題を解決すべくなされたもので、外部からの情報を入手することなく
、太陽光による発電量の予測を行うことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
（１）本発明の一態様は、日の出に近い第１の時間の間での第１の方位の第１の発電量を
算出する算出部と、前記算出部が算出した前記第１の発電量に基づいて、前記日の出から
一日の総発電量を予測する予測部とを備える、発電量予測装置である。
【０００８】
（２）本発明の一態様は、上記（１）に記載の発電量予測装置において、前記算出部は、
前記第１の時間の間での第２の方位の第２の発電量を算出し、前記予測部は、前記算出部
が算出した前記第２の発電量に基づいて、該日の出から一日の総発電量を予測する、発電
量予測装置である。
【０００９】
（３）本発明の一態様は、上記（１）又は上記（２）に記載の発電量予測装置において、
前記予測部は、前記総発電量が、総発電量閾値を超えるか否かを予測する、発電量予測装
置である。
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【００１０】
（４）本発明の一態様は、上記（１）から上記（３）のいずれか一項に記載の発電量予測
装置において、前記算出部は、前記第１の時間の経過後の第２の時間の間での第３の発電
量を算出し、前記予測部は、前記算出部が算出した前記第３の発電量に基づいて、前記第
１の発電量を算出した後の発電量を予測する、発電量予測装置である。
【００１１】
（５）本発明の一態様は、上記（１）から上記（４）のいずれか一項に記載の発電量予測
装置において、前記予測部が予測した結果に応じて、制御対象機器を制御する制御信号を
出力する出力部を備える、発電量予測装置である。
【００１２】
（６）本発明の一態様は、上記（５）に記載の発電量予測装置において、前記出力部は、
前記予測部が予測した結果に応じて、前記一日が晴天であるか否かを判定し、該晴天であ
るか否かの判定結果に応じて、前記制御対象機器を制御する制御信号を出力する、発電量
予測装置である。
【００１３】
（７）本発明の一態様は、上記（１）から上記（６）のいずれか一に記載の発電量予測装
置において、第１のセンサーと、前記第１のセンサーが検出した情報を示す第１の検出情
報を蓄積する情報蓄積部とを備え、前記算出部は、前記情報蓄積部が蓄積した前記第１の
検出情報から、前記第１の発電量を算出する、発電量予測装置である。
【００１４】
（８）本発明の一態様は、上記（７）に記載の発電量予測装置において、前記第１のセン
サーは、東向きに設置され、前記日の出からの日射量又は発電量を検出する、発電量予測
装置である。
【００１５】
（９）本発明の一態様は、上記（７）又は上記（８）に記載の発電量予測装置において、
第２のセンサーを備え、前記情報蓄積部は、前記第２のセンサーが検出した情報を示す第
２の検出情報を蓄積し、前記算出部は、前記日の出に近い第１の時間の時間の間での第２
の発電量を算出する、発電量予測装置である。
【００１６】
（１０）本発明の一態様は、上記（８）に記載の発電量予測装置において、前記第２のセ
ンサーは、南向きに設置され、前記日の出からの日射量又は発電量を検出する、発電量予
測装置である。
【００１７】
（１１）本発明の一態様は、発電量予測装置が実行する発電量予測方法であって、日の出
に近い第１の時間の時間の間での第１の発電量を算出するステップと、前記算出するステ
ップで算出した前記第１の発電量に基づいて、該日の出から一日の総発電量を予測するス
テップとを有する、発電量予測方法である。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明の実施形態によれば、外部からの情報を入手することなく、太陽光による発電量
の予測を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】日中に晴天となる日における時間と日射量との関係を示す図である。
【図２】日中に曇天となる日における時間と日射量との関係を示す図である。
【図３】実施形態に係る発電量予測装置の一例を示す図である。
【図４】実施形態に係る発電量予測装置の使用例を示す図である。
【図５】実施形態に係る発電量予測装置の動作の一例を示す図である。
【図６】実施形態に係る発電量予測装置の一例を示す図である。
【図７】実施形態に係る発電量予測装置の使用例を示す図である。
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【図８】実施形態に係る発電量予測装置の動作の一例を示す図である。
【図９】実施形態に係る発電量予測装置の適用例を示す図である。
【図１０】実施形態に係る発電量予測装置の適用例の動作を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　＜第１の実施形態＞
　＜発電量予測装置＞
　実施形態に係る発電量予測装置は、東向きに設置する日射計等のセンサーから得られる
日射量の特性を利用して、太陽光発電量を予測する。
　図１は、日中に晴天となる日における時間と日射量との関係を示す。図１の上図は南向
きの日射量の特性であり、下図は東向きの日射量の特性である。図１によれば、日中に晴
天となる日は、日の出から１時間程度経過した時間の前後の東向きの日射量は、南向きの
日射量と比較すると倍以上の数値となる。
【００２１】
　図２は、日中に曇天となる日における時間と日射量との関係を示す。図２の上図は南向
きの日射量の特性であり、下図は東向きの日射量の特性である。図２によれば、日中に曇
天となる日は、日の出から１時間程度経過した時間の前後の東向きの日射量は、南向きの
日射量と比較すると同程度の数値又は低下した数値となる。
　実施形態に係る発電量予測装置は、晴天又は曇天における日の出から数時間程度の間の
東向き日射量と南向きの日射量とが異なることを利用して、その日終日の発電量が一定量
を超えるか否かを予測する。
【００２２】
　図３は、実施形態に係る発電量予測装置を示す図である。発電量予測装置１００は、太
陽光発電設備の近傍に設置され、センサー１０２とデータ蓄積装置１０４と制御部１０６
とを備える。制御部１０６は、制御対象機器１０８と接続される。
　センサー１０２は、日射計等によって構成され、日射量を検知する。具体的には、セン
サー１０２は、該センサー１０２の感部が東向きとなるように設置される。また、センサ
ー１０２は、該センサー１０２の感部となる面が地表と垂直となるように設置される。セ
ンサー１０２は、検知した日射量を示す情報をデータ蓄積装置１０４へ出力する。
　データ蓄積装置１０４は、センサー１０２と接続され、センサー１０２が出力した日射
量を示す情報を蓄積する。これによって、データ蓄積装置１０４には、日射量を示す情報
の時間推移が蓄積される。
【００２３】
　制御部１０６は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）等の演
算処理装置が発電予測アルゴリズムを実行することによって実現される。制御部１０６は
、データ蓄積装置１０４に日射量を示す情報が蓄積されると、蓄積された日射量を発電量
へ変換する。具体的には、制御部１０６は、システム容量と日射量と損失係数との積を計
算することによって、発電量を求める。ここで、損失係数は、温度による損失係数とパワ
ーコンディショナー変換効率とその他の補正係数との積によって予め求められる。
　制御部１０６は、発電量が急激に増加する時間を、日の出の時間とする。具体的には、
制御部１０６は、発電量の増加率が所定の発電量増加率閾値以上となる時間を日の出の時
間とする。ここで、発電量増加率閾値とは、時間と発電量との関係において、日の出とみ
なせるときの発電量の増加率である。
【００２４】
　制御部１０６は、日の出の時間から第１の時間の間での第１の発電量Ｅｐ１を算出する
。ここで、第１の時間は日の出からの一日が晴天であるか否かを判定するための発電量を
求める時間を示し、最も効果的に発電量の予測が可能な時間であり、予め設定される。具
体的には、第１の時間は、日の出に近い１時間－２時間程度であってもよい。また、第１
の発電量Ｅｐ１は、第１の時間の間での発電量を示す。制御部１０６は、第１の発電量Ｅ
ｐ１が第１の晴天識別閾値Ｃｆ１以上である場合には晴天であると予測し、第１の発電量
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Ｅｐ１が第１の晴天識別閾値Ｃｆ１未満である場合には晴天以外であると予測する。ここ
で、第１の晴天識別閾値Ｃｆ１は、晴天である場合の日の出の時間から第１の時間の間で
の発電量を示し、予め設定される。本実施形態では、晴天以外の一例として、曇天である
と予測する場合について説明を続ける。晴天であると予測した場合にはその日の総発電量
が総発電量閾値以上となると予測でき、曇天であると予測した場合にはその日の総発電量
が総発電量閾値未満となると予測できる。ここで、総発電量閾値は、晴天である場合の総
発電量であり、太陽光パネル等の太陽光発電設備による発電量に応じて、予め求められる
。制御部１０６は、晴天であると予測した場合には晴天用の制御を行い、曇天であると予
測した場合には曇天用の制御を行う。ここで、晴天用の制御、及び曇天用の制御は、予め
設定される。
【００２５】
　制御部１０６は、日の出の時間から第１の時間の経過後、発電量計測時間間隔毎に該発
電量計測時間間隔の間の第２の発電量Ｅｐを算出することで求める。ここで、発電量計測
時間間隔とは、晴天が継続しているか否かを判定するための発電量を求める時間を示し、
最も効果的に発電量の予測が可能な時間であり、予め設定される。具体的には、発電量計
測時間間隔は、１時間－２時間程度である。また、第２の発電量Ｅｐは、発電量計測時間
間隔での発電量を示す。制御部１０６は、第２の発電量Ｅｐが発電終了値Ｃｅ以下である
場合には曇天用の制御に切り替え、曇天用の制御信号を制御対象機器１０８へ出力する。
ここで、発電終了値Ｃｅは、晴天である場合の日中における発電量計測時間間隔での発電
量を示し、予め設定される。制御部１０６は、第２の発電量Ｅｐが発電終了値Ｃｅ以下で
ある場合には曇天用の制御に切り替え、曇天用の制御信号を制御対象機器１０８へ出力す
る。
　制御対象機器１０８は、制御部１０６が出力した制御信号を取得すると、該制御信号に
応じて、動作する。
【００２６】
　図４は、実施形態に係る発電量予測装置の使用例を示す図である。図４は、太陽光パネ
ルを載置する架台を示し、該架台には太陽光パネルが載置される。太陽光パネルには、発
電量予測装置１００が接続され、該発電量予測装置１００のセンサー１０２は、該センサ
ー１０２の感部が東向きに設置される。また、センサー１０２は、該センサー１０２の感
部となる面が地表と垂直となるように設置される。
【００２７】
　＜発電量予測装置の動作＞
　図５は、実施形態に係る発電量予測装置１００の一例を示すフローチャートである。セ
ンサー１０２は、検知した日射量を示す情報をデータ蓄積装置１０４へ出力する。データ
蓄積装置１０４は、センサー１０２が出力した日射量を示す情報を蓄積する。
　ステップＳ５０２では、発電量予測装置１００の制御部１０６は、データ蓄積装置１０
４に日射量を示す情報が蓄積されると、蓄積された日射量を発電量へ変換する。制御部１
０６は、発電量の急激な変化を検出することによって、日の出か否かを判定する。日の出
を検出しない場合、ステップＳ５０２へ戻る。
　ステップＳ５０４では、発電量予測装置１００の制御部１０６は、日の出を検出した場
合、日の出の時間から第１の時間の間での第１の発電量Ｅｐ１を求める。制御部１０６は
、第１の発電量Ｅｐ１が第１の晴天識別閾値Ｃｆ１以上であるか否かを判定する。
　ステップＳ５０６では、制御部１０６は、第１の発電量Ｅｐ１が第１の晴天識別閾値Ｃ
ｆ１以上である場合、制御部１０６は、晴天であると予測する。
　ステップＳ５０８では、制御部１０６は、晴天であると予測すると、晴天用の制御を行
う。制御部１０６は、晴天用の制御信号を制御対象機器１０８へ出力する。
【００２８】
　ステップＳ５１０では、制御部１０６は、晴天用の制御信号を制御対象機器１０８へ出
力した後、発電量計測時間間隔毎に該発電量計測時間間隔の間の第２の発電量Ｅｐを求め
る。制御部１０６は、第２の発電量Ｅｐが発電終了値Ｃｅ以下であるか否かを判定する。
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制御部１０６は、第２の発電量Ｅｐが発電終了値Ｃｅ以下でない場合、ステップＳ５１０
に戻る。
　ステップＳ５１２では、制御部１０６は、第２の発電量Ｅｐが発電終了値Ｃｅ以下であ
る場合、曇天用の制御を行う。制御部１０６は、曇天用の制御信号を制御対象機器１０８
へ出力する。その後、ステップＳ５０２に戻る。
　ステップＳ５１４では、ステップＳ５０４で、制御部１０６は、第１の発電量Ｅｐ１が
第１の晴天識別閾値Ｃｆ１以上でないと判定した場合、曇天であると予測する。
　ステップＳ５１６では、制御部１０６は、曇天であると予測すると、曇天用の制御を行
う。制御部１０６は、曇天用の制御信号を制御対象機器１０８へ出力する。その後、ステ
ップＳ５０２に戻る。
　図５に示されるフローチャートでは、ステップＳ５１０の処理が日中に一回だけ行われ
るように記載されているが、晴天用の制御が行われている場合に、日中に任意の時間間隔
で複数回行われてもよい。
【００２９】
　前述した実施形態では、日の出の時間から第１の時間の間での第１の発電量Ｅｐ１を求
め、該第１の発電量Ｅｐ１が第１の晴天識別閾値Ｃｆ１以上であるか否かを判定する場合
について説明したが、この例に限られない。例えば、日の出の時間から、所定の時間が経
過してから第１の時間の間での第１の発電量Ｅｐ１を求め、第１の発電量Ｅｐ１が第１の
晴天識別閾値Ｃｆ１以上であるか否かを判定するようにしてもよい。ここで、所定の時間
は、日の出から日射量が安定するまでの時間であり、１時間程度である。
【００３０】
　実施形態に係る発電量予測装置によれば、東向きに設置したセンサー１０２から取得し
た日射量を示す情報から、発電量が急激に増加する時間を求め、該時間から第１の時間の
間での第１の発電量Ｅｐ１を求め、該第１の発電量Ｅｐ１が第１の晴天識別閾値Ｃｆ１以
上であるか否かを判定する。これによって、その日の総発電量が総発電量閾値以上となる
か否かを判定できる。つまり、気象情報等の外部からの情報をインターネットやＴＶ、ラ
ジオ等を通じて入手することなく、日中の太陽光発電設備による発電量の予測を行うこと
ができる。
【００３１】
　＜第２の実施形態＞
　＜発電量予測装置＞
　実施形態に係る発電量予測装置は、東向きに設置する日射計等のセンサーと南向きに設
置する日射計等のセンサーとから得られる日射量の特性を利用して、太陽光発電量を予測
する。
　図６は、実施形態に係る発電量予測装置を示す図である。発電量予測装置２００は、セ
ンサー２０２とセンサー２０３とデータ蓄積装置２０４と制御部２０６とを備える。制御
部２０６は、制御対象機器２０８と接続される。
　センサー２０２、及びセンサー２０３は、センサー１０２を適用できる。ただし、セン
サー２０２は該センサー１０２の感部が東向きとなるように設置され、センサー２０３は
該センサー２０３の感部が南向きとなるように設置される。また、センサー２０２は該セ
ンサー２０２の感部となる面が地表と垂直となるように設置され、センサー２０３は該セ
ンサー２０３の感部となる面が太陽光パネルと同方角、同角度に設置される。
　データ蓄積装置２０４は、データ蓄積装置１０４を適用できる。ただし、データ蓄積装
置２０４は、センサー２０２及びセンサー２０３が出力した日射量を示す情報を蓄積する
。これによって、データ蓄積装置２０４には、センサー２０２及びセンサー２０３が出力
した日射量を示す情報の時間推移が蓄積される。
【００３２】
　制御部２０６は、ＣＰＵ等の演算処理装置が発電予測アルゴリズムを実行することによ
って実現される。制御部２０６は、制御部１０６を適用できる。制御部２０６は、データ
蓄積装置２０４に日射量を示す情報が蓄積されると、蓄積された日射量を発電量へ変換す
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る。制御部２０６は、データ蓄積装置２０４に蓄積された日射量を示す情報のうち、東向
きに設置されたセンサー２０２から出力された日射量から得られる発電量が急激に増加す
る時間を、日の出の時間とする。具体的には、制御部２０６は、センサー２０２から出力
された日射量から得られる発電量の増加率が所定の増加率閾値以上となる時間を日の出の
時間とする。
　制御部２０６は、日の出の時間から第１の時間の間での東向きに設置されたセンサー２
０２から出力された日射量から得られる第１の発電量Ｅｐ１１を求める。ここで、第１の
発電量Ｅｐ１１は、第１の時間の間で東向きに設置されたセンサー２０２による発電量で
ある。また、制御部２０６は、日の出の時間から第１の時間の間で南向きに設置されたセ
ンサー２０３から出力された日射量から得られる第２の発電量Ｓｐ１１を求める。ここで
、第２の発電量Ｓｐ１１は、第１の時間の間で南向きに設置されたセンサー２０３による
発電量である。
【００３３】
　制御部２０６は、第１の発電量Ｅｐ１１が第１の発電量Ｓｐ１１に係数ａを乗算した値
「Ｓｐ１１×ａ」以上であるか否かを判定する。ここで、係数「ａ」は、第１の発電量Ｅ
ｐ１１を、第２の発電量Ｓｐ１１と比較するために使用するためのものであり、季節によ
って変更される。例えば、１２月の「ａ」は「２.０」であり、４月の「ａ」は「１．５
」である。
　制御部２０６は、第１の発電量Ｅｐ１１が第１の発電量Ｓｐ１１に係数ａを乗算した値
以上である場合には晴天であると予測し、第１の発電量Ｅｐ１１が第１の発電量Ｓｐ１１
に係数ａを乗算した値未満である場合には曇天であると予測する。制御部２０６は、晴天
であると予測した場合には晴天用の制御を行い、曇天であると予測した場合には曇天用の
制御を行う。
　制御対象機器２０８は、制御対象機器１０８を適用できる。
【００３４】
　図７は、実施形態に係る発電量予測装置の使用例を示す図である。図７は、太陽光パネ
ルを載置する架台を示し、該架台には太陽光パネルが載置される。太陽光パネルには、発
電量予測装置２００が接続され、該発電量予測装置２００のセンサー２０２は該センサー
２０２の感部が東向きに設置され、該発電量予測装置２００のセンサー２０３は該センサ
ー２０２の感部が南向きに、太陽光パネルと同方向で、且つ同角度に設置される。
【００３５】
　＜発電量予測装置の動作＞
　図８は、実施形態に係る発電量予測装置２００の一例を示すフローチャートである。
　センサー２０２及びセンサー２０３は、検知した日射量を示す情報をデータ蓄積装置２
０４へ出力する。データ蓄積装置２０４は、センサー２０２及びセンサー２０３が出力し
た日射量を示す情報を蓄積する。
　ステップＳ８０２では、図５のステップＳ５０２を適用できる。
　ステップＳ８０４では、発電量予測装置２００の制御部２０６は、日の出を検出した場
合、日の出の時間から第１の時間の間での東向きに設置されたセンサー２０２から出力さ
れた日射量から得られる第１の発電量Ｅｐ１１を求める。また、制御部２０６は、日の出
の時間から第１の時間の間での南向きに設置されたセンサー２０３から出力された日射量
から得られる第２の発電量Ｓｐ１１を求める。制御部２０６は、第１の発電量Ｅｐ１１が
第１の発電量Ｓｐ１１に係数ａを乗算した値以上であるか否かを判定する。
　ステップＳ８０６では、制御部２０６は、第１の発電量Ｅｐ１１が第１の発電量Ｓｐ１
１に係数ａを乗算した値以上である場合、制御部２０６は、晴天であると予測する。
　ステップＳ８０８－Ｓ８１２は、図５のステップＳ５０８－Ｓ５１２を適用できる。
　ステップＳ８１４では、制御部２０６は、第１の発電量Ｅｐ１１が第１の発電量Ｓｐ１
１に係数ａを乗算した値未満である場合、制御部２０６は、曇天であると予測する。
　ステップＳ８０６は、図５のステップＳ８１６を適用できる。
【００３６】
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　前述した実施形態では、日の出の時間から第１の時間の間での東向きに設置されたセン
サー２０２から出力された日射量から得られる第１の発電量Ｅｐ１１を求めるとともに、
南向きに設置されたセンサー２０３から出力された日射量から得られる第２の発電量Ｓｐ
１１を求め、第１の発電量Ｅｐ１１が第１の発電量Ｓｐ１１に係数ａを乗算した値以上で
あるか否かを判定する場合について説明したが、この例に限られない。例えば、日の出の
時間から、所定の時間が経過してから第１の時間の間での東向きに設置されたセンサー２
０２から出力された日射量から得られる第１の発電量Ｅｐ１１を求めるとともに、南向き
に設置されたセンサー２０３から出力された日射量から得られる第２の発電量Ｓｐ１１を
求め、第１の発電量Ｅｐ１１が第１の発電量Ｓｐ１１に係数ａを乗算した値以上であるか
否かを判定するようにしてもよい。ここで、所定の時間は、日の出から日射量が安定する
までの時間であり、１時間程度である。
【００３７】
　実施形態に係る発電量予測装置によれば、東向きに設置したセンサー２０２から取得し
た日射量を示す情報から、発電量が急激に増加する時間を求め、該時間から第１の時間の
間での東向きに設置されたセンサー２０２から出力された日射量から得られる第１の発電
量Ｅｐ１１を求めるとともに、南向きに設置されたセンサー２０３から出力された日射量
から得られる第２の発電量Ｓｐ１１を求め、第１の発電量Ｅｐ１１が第１の発電量Ｓｐ１
１に係数ａを乗算した値以上であるか否かを判定する。これによって、その日の発電量が
総発電量閾値以上となるか否かを判定できる。つまり、気象情報等の外部からの情報をイ
ンターネットやＴＶ、ラジオ等を通じて入手することなく、日中の太陽光発電量の予測を
行うことができる。
【００３８】
　＜適用例＞
　前述した実施形態に係る発電量予測装置の適用例について説明する。
　図９は、実施形態に係る発電量予測装置を適用した電力供給システムを示す図である。
具体的には、前述した実施形態に係る発電量予測装置１００の制御対象機器１０８に電力
供給システムが適用される。
　電力供給システムは、負荷である通信設備１０に電力を供給する。電力供給システムは
、太陽電池１１とＤＣ／ＤＣコンバータ１２と停電監視部１３と発電機１４と整流器１５
と蓄電池１６と過放電防止部１７と制御部１８とを備える。太陽電池１１とＤＣ／ＤＣコ
ンバータ１２と停電監視部１３と発電機１４と整流器１５と蓄電池１６と過放電防止部１
７と制御部１８とは、通信設備１０に隣接して配置される。
【００３９】
　太陽電池１１は、通信設備１０に電力を供給する商用電源が停電しているか否かにかか
わらず、発電可能な光を受ける場合には発電する。太陽電池１１は、発電した電力を通信
設備１０に供給する。太陽電池１１が発電する最大の電力は、通信設備１０で必要とされ
る電力と蓄電池１６を蓄電させることが可能な電力とを合計した電力である。太陽電池１
１が発電した電力は、優先的に通信設備１０に供給される。通信設備１０で必要とされる
電力以上の電力を太陽電池１１が発電する場合には、通信設備１０で必要とされる電力以
上の余剰の電力は、蓄電池１６に充電される。また、非停電時において、太陽電池１１か
ら通信設備１０に電力が供給される場合、太陽電池１１からの電力では通信設備１０で必
要な電力に足りないと、商用電源から電力が供給される。
【００４０】
　ＤＣ／ＤＣコンバータ１２は、太陽電池１１の後段に接続される。ＤＣ／ＤＣコンバー
タ１２は、ＭＰＰＴ（Ｍａｘｉｍｕｍ　Ｐｏｗｅｒ　Ｐｏｉｎｔ　Ｔｒａｃｋｉｎｇ）機
能を備える。
　停電監視部１３は、商用電源が停電したか否かを監視する。停電監視部１３は、監視の
結果を制御部１８に供給する。
　発電機１４は、通信設備１０に電力を供給する商用電源が停電した場合に稼働して、通
信設備１０に電力を供給することが可能である。発電機１４は、商用電源が停電した場合
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に、制御部１８の制御に基づいて稼働する。整流器１５は、発電機１４の後段に接続され
る。整流器１５は、例えば、ＡＣ／ＤＣコンバータである。整流器１５から出力される電
力が通信設備１０で必要とされる電力と蓄電池１６を蓄電させることが可能な電力とを有
するように、発電機１４は発電する。
【００４１】
　蓄電池１６は、太陽電池１１によって供給された電力、及び発電機１４によって供給さ
れた電力により蓄電されることが可能である。蓄電池１６は、蓄電した電力を通信設備１
０に供給することが可能である。蓄電池１６は、商用電源が停電した場合に、太陽電池１
１が供給する電力によって通信設備１０が稼働することが可能であると、蓄電した電力を
通信設備１０に供給しない。蓄電池１６には、例えば、鉛蓄電池、リチウムイオン電池又
はニッケル水素蓄電池等の様々な種類の蓄電池が利用できる。
　過放電防止部１７は、蓄電池１６が過放電するのを防止する。過放電防止部１７は、例
えば、スイッチによって実現される。過放電防止部１７は、蓄電池１６の電圧に基づいて
、制御部１８によって制御される。
【００４２】
　制御部１８は、商用電源が停電した場合、蓄電池１６に蓄電された電力に対応した電圧
値が所定の下限電圧値以下になると発電機１４を稼働させ、蓄電池１６に蓄電された電力
に対応した電圧値が所定の上限電圧値になると発電機１４を停止させる。
　制御部１８は、太陽電池１１の発電に関する条件に応じて下限電圧値と上限電圧値とを
共に変化させる。太陽電池１１の発電に関する条件は、太陽電池１１の発電量の見込みで
ある。制御部１８は、太陽電池１１の発電量が所定量以上と見込まれる場合には、太陽電
池１１の発電量が所定量未満と見込まれる場合よりも、下限電圧値及び上限電圧値それぞ
れを低く設定する。例えば、太陽電池１１の発電量が所定量以上と見込まれる場合には、
下限電圧値と上限電圧値とは、それぞれ第３電圧（第１の下限電圧値）Ｖ３と第４電圧（
第１の上限電圧値）Ｖ４とになる。また、太陽電池１１の発電量が所定量未満と見込まれ
る場合には、下限電圧値と上限電圧値とは、それぞれ第１電圧（第２の下限電圧値）Ｖ１
と第２電圧（第２の上限電圧値）Ｖ２になる。ここで、Ｖ３＜Ｖ１、Ｖ４＜Ｖ２である。
なお、第３電圧Ｖ３は、蓄電池１６が過放電した場合の電圧よりも大きい電圧である。こ
こで、所定量の一例は、前述した総発電量閾値である。
【００４３】
　第１電圧Ｖ１は、夜間又は太陽電池１１の発電量が所定量未満と見込まれる場合の、蓄
電池１６の下限電圧である。第２電圧Ｖ２は、夜間又は太陽電池１１の発電量が所定量未
満と見込まれる場合の、蓄電池１６の回復電圧である。第３電圧Ｖ３は、太陽電池１１の
発電量が所定量以上と見込まれる場合の、蓄電池１６の下限電圧である。第４電圧Ｖ４は
、太陽電池１１の発電量が所定量以上と見込まれる場合の、蓄電池１６の回復電圧である
。第１電圧Ｖ１と第２電圧Ｖ２とに設定するか、又は第３電圧Ｖ３と第４電圧Ｖ４とに設
定するかの選択は、例えば、発電量予測装置１００の制御部１０６が出力する晴天用の制
御信号又は曇天用の制御信号に基づいて選択される。これは、太陽電池１１の発電に期待
し電圧を下げることで、蓄電池１６からの供給時間を長くとることにより、発電機１４の
起動を遅らせ、起動回数や起動時間を削減する。すなわち燃料の節約を図る。
【００４４】
　制御部１８は、発電量予測装置１００の制御部１０６が出力する制御信号を取得すると
、該制御信号に基づいて、太陽電池１１の発電に関する条件を取得する。
　発電量予測装置１００の制御部１０６が出力する制御信号に基づいて太陽電池１１の発
電量が所定量未満と見込まれる場合には、制御部１８は、所定の第１時刻（朝又は昼）に
なると、第１電圧Ｖ１及び第２電圧Ｖ２に設定する。発電量予測装置１００の制御部１０
６が出力する制御信号に基づいて太陽電池１１の発電量が所定量以上と見込まれる場合に
は、制御部１８は、所定の第１時刻（朝又は昼）になると、第３電圧Ｖ３及び第４電圧Ｖ
４に設定する。制御部１８は、所定の第２時刻（夕方）になると、第１電圧Ｖ１及び第２
電圧Ｖ２に設定する。つまり、制御部１０６が晴天用の制御信号を出力した場合には、制
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御部１８は、第３電圧Ｖ３と第４電圧Ｖ４とに設定する。制御部１０６が曇天用の制御信
号を出力した場合には、制御部１８は、第１電圧Ｖ１と第２電圧Ｖ２とに設定する。
　蓄電池１６の電圧が第１電圧Ｖ１又は第３電圧Ｖ３以下になると、蓄電池１６から通信
設備１０への電力の十分な供給ができなくなるため、制御部１８は、発電機１４を起動さ
せる。これにより、発電機１４によって発電された電力は、通信設備１０へ供給されると
共に、蓄電池１６の充電に利用される。ここで、蓄電池１６の電圧が第１電圧Ｖ１又は第
３電圧Ｖ３以下になると、発電機１４を起動させて蓄電池１６を充電させるので、蓄電池
１６が過放電することがなく、蓄電池１６の寿命を延ばすことができる。
【００４５】
　蓄電池１６の電圧が第２電圧Ｖ２又は第４電圧Ｖ４になると、蓄電池１６の電圧が回復
したことになるため、制御部１８は、発電機１４を停止させる。これにより、太陽電池１
１又は蓄電池１６から通信設備１０に電力を供給する。以降、商用電源の停電が復旧する
まで、前述した処理を繰り返す。
　太陽電池１１の発電量が所定量未満と見込まれる場合に、第１電圧Ｖ１及び第２電圧Ｖ
２に設定する理由は、太陽電池１１で発電された電力のみによって通信設備１０を稼働さ
せることが不可能であり、発電機１４又は蓄電池１６から通信設備１０に電力を供給する
可能性が高いからである。
【００４６】
　＜電力供給システムの動作＞
　図１０は、実施形態に係る発電量予測装置の適用例の動作を示す図である。図１０は、
実施形態に係る発電量予測装置が予測したその日の総発電量が総発電量閾値以上となるか
否かの判定結果を使用して動作する電力供給システムの動作を説明するための図である。
図１０において、横軸は時間を示し、縦軸は発電量の電圧と蓄電池の電圧とを示す。線「
Ａ」は蓄電池１６の電圧を示し、線「Ｂ」は太陽電池１１の発電量を示し、線「Ｃ」は発
電機１４発電量を示す。
　第１電圧Ｖ１、第２電圧Ｖ２、第３電圧Ｖ３、及び第４電圧Ｖ４は、整流器１５の出力
側において最大電力となるように、発電機１４の燃費効率が最も効率的になる値が設定さ
れる。第１電圧Ｖ１と第３電圧Ｖ３とは、蓄電池１６の放電下限電圧値であり、発電機１
４の起動電圧値である。第２電圧Ｖ２と第４電圧Ｖ４とは、蓄電池１６の充電上限電圧値
であり、発電機１４の停止電圧値である。第１電圧Ｖ１－第４電圧Ｖ４は、一定の経験及
び知見に基づいて設定され、それぞれ３つ以上であってもよい。
【００４７】
　停電が発生した場合（時刻Ｔ１）、太陽電池１１又は蓄電池１６から電力が通信設備１
０に供給される。太陽電池１１の電力のみで通信設備１０を稼働させることができる場合
には、蓄電池１６から通信設備１０に電力が供給されない。太陽電池１１で発電された電
力のみで通信設備１０を稼働させることができない場合には、蓄電池１６からも通信設備
１０に電力が供給される。なお、太陽電池１１が通信設備を稼働させるための電力を発電
するより前（図１０に示す「Ｂ１」の部分）に、発電量予測装置１００の制御部１０６は
、太陽電池１１の発電量の予測の結果に基づいて、第１電圧Ｖ１及び第２電圧Ｖ２の組み
合わせと、第３電圧Ｖ３及び第４電圧Ｖ４の組み合わせとのうち、どちらか一方を選択す
る。ここでは、停電が発生すると直ぐに発電機１４を稼働させることはないので、発電機
１４の燃料が節約される。
【００４８】
　時刻Ｔ２において、蓄電池１６の電圧Ａが所定の下限電圧値になったので、制御部１８
は、発電機１４を起動させる。ここでは、時刻Ｔ２は夜なので、所定の下限電圧値は第１
電圧Ｖ１である。発電機１４によって発電された電力は、通信設備１０の稼働に利用され
ると共に、蓄電池１６の充電に利用される。これにより、蓄電池１６の電圧は、上昇する
。
【００４９】
　時刻Ｔ３において、蓄電池１６の電圧Ａが所定の上限電圧値になったので、制御部１８
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は、発電機１４を停止させる。ここで、時刻Ｔ３は夜なので、所定の上限電圧値は第２電
圧Ｖ２である。時刻Ｔ３以降は、蓄電池１６から通信設備１０に電力が供給される。これ
により、発電機１４は燃料を消費することがなくなる。
　時刻Ｔ３以降では、蓄電池１６の電圧Ａが所定の下限電圧値になった場合に発電機１４
が起動すること（時刻Ｔ４、時刻Ｔ６）と、蓄電池１６の電圧Ａが所定の上限電圧値にな
った場合に発電機１４を停止させること（時刻Ｔ５、時刻Ｔ７）とが繰り返される。
【００５０】
　時刻Ｔ８において、太陽電池１１が発電を開始した場合、発電された電力は、通信設備
１０の稼働に利用されると共に、蓄電池１６の充電に利用される。なお、時刻Ｔ８よりも
前に、制御部１８は、太陽電池１１の発電量の予測に基づいて、第１電圧Ｖ１及び第２電
圧Ｖ２の組み合わせと、第３電圧Ｖ３及び第４電圧Ｖ４の組み合わせとのうち、どちらか
一方を選択する。これにより、蓄電池１６の電圧は上昇する。蓄電池１６の電圧が第１電
圧Ｖ１又は第３電圧Ｖ３以下にならない限り発電機１４を稼働させないので、発電機１４
で消費される燃料が節約される。
　前述した電力供給システムでは、一例として、発電量予測装置１００の制御対象機器１
０８に電力供給システムを適用した場合について説明したが、この例に限られない。例え
ば、発電量予測装置２００の制御対象機器２０８に電力供給システムを適用するようにし
てもよい。
【００５１】
　本実施形態に係る電力供給システムによれば、通信設備１０に電力を供給する太陽電池
１１と、通信設備１０に電力を供給する商用電源が停電した場合に稼働して、通信設備１
０に電力を供給することが可能な発電機１４と、太陽電池１１によって供給された電力、
及び発電機１４によって供給された電力により蓄電することが可能であり、商用電源が停
電した場合に蓄電した電力を通信設備１０に供給することが可能な蓄電池１６と、を備え
る。これにより、電力供給システムは、商用電源が停電した場合でも、通信設備１０に電
力を供給することができる。
【００５２】
　また、電力供給システムは、商用電源が停電した場合、蓄電池１６に蓄電された電力に
対応した電圧値が所定の下限電圧値以下になると発電機１４を稼働させ、蓄電池１６に蓄
電された電力に対応した電圧値が所定の上限電圧値になると発電機１４を停止させる。さ
らに、電力供給システムは、太陽電池１１の発電に関する条件に応じて下限電圧値と上限
電圧値とを共に変化させる。これにより、電力供給システムは、太陽電池１１の発電に関
する条件に応じて発電機１４を稼働させる基準を変更するので、発電機１４の燃料の消費
を抑えることができる。また、電力供給システム１は、発電機１４の燃料消費を抑えるこ
とができるので、商用電源が停電した場合でも、長時間、通信設備１０に電力を供給する
ことができる。下限電圧値は、蓄電池１６が過放電しない電圧値に設定される。これによ
り、電力供給システム１は、蓄電池１６の能力の低下を抑えることができる。
【００５３】
　また、電力供給システムは、太陽電池１１の発電量が所定量以上と見込まれる場合には
、太陽電池１１の発電量が所定量未満と見込まれる場合よりも、下限電圧値及び上限電圧
値それぞれを低く設定する。具体的には、商用電源が停止し、且つ、蓄電池１６の電圧Ｖ
が第１電圧Ｖ１を下回った場合でも、太陽電池１１から通信設備１０に電力を供給するこ
とができるときには、発電機１４は起動しない。すなわち、蓄電池１６の電圧Ｖが第３電
圧Ｖ３（＜Ｖ１）以下になった場合に、発電機１４は起動する。また、太陽電池１１から
通信設備１０に電力を供給することができる場合には、太陽電池１１から通信設備１０へ
の電力の供給が期待できない場合に比べて、低い電圧（第４電圧Ｖ４（＜Ｖ２））で発電
機１４は停止する。このため、電力供給システム１は、発電機１４の燃料の消費を抑える
ことができる。
　また、電力供給システムは、前述した発電量予測装置が予測したその日の総発電量が総
発電量閾値以上となるか否かの判定結果に基づいて、太陽電池１１の発電に関する条件を
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取得する。これにより、電力供給システムは、その日の総発電量に応じて、所定の下限電
圧値と所定の上限電圧値とを設定することができる。
【００５４】
　前述した実施形態に係る発電量予測装置では、センサー１０２の一例として、日射計が
適用される場合について説明したが、この例に限られない。例えば、日射計の代わりに、
太陽電池が適用されてもよい。
　前述した実施形態に係る発電量予測装置では、発電量の増加率が所定の増加率閾値以上
となる時間を日の出の時間とする場合について説明したが、この例に限られない。例えば
、日射量の増加率が所定の日射量増加率閾値以上となる時間を日の出の時間とするように
してもよい。
　前述した実施形態に係る発電量予測装置では、その日が晴天であるか曇天であるか判断
する場合について説明したがこの限りでない。例えば、晴天、曇天に加え、雨天であるか
判断する判定するようにしてもよい。
　前述した実施形態に係る発電量予測装置では、その日が晴天であるか曇天であるか判断
することによって、その日の総発電量が総発電量閾値以上となるか否かを判定する場合に
ついて説明したがこの限りでない。例えば、晴天、曇天に加え、雨天であるか判断するこ
とによって、その日の総発電量が複数の総発電量閾値のいずれに該当するかを判定するよ
うにしてもよい。
【００５５】
　以上、本発明の実施形態及びその変形例を説明したが、これらの実施形態及びその変形
例は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これ
ら実施形態及びその変形例は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明
の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更、組合せを行うことができる。
これら実施形態及びその変形例は、発明の範囲や要旨に含まれると同時に、特許請求の範
囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるものである。
【００５６】
　なお、上述の発電量予測装置は内部にコンピュータを有している。そして、上述した各
装置の各処理の過程は、プログラムの形式でコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記憶
されており、このプログラムをコンピュータが読み出して実行することによって、上記処
理が行われる。ここでコンピュータ読み取り可能な記録媒体とは、磁気ディスク、光磁気
ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、半導体メモリ等をいう。また、このコンピュ
ータプログラムを通信回線によってコンピュータに配信し、この配信を受けたコンピュー
タが当該プログラムを実行するようにしてもよい。
　また、上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであってもよい。
さらに、前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組
み合わせで実現できるもの、いわゆる差分ファイル（差分プログラム）であってもよい。
【００５７】
　上述した実施形態において、東向きは第１の方位の一例であり、制御部は算出部、予測
部及び出力部の一例であり、第１の発電量Ｅｐ１は第１の発電量の一例であり、南向きは
第２の方位の一例である。また、第２の発電量Ｓｐ１１は第２の発電量の一例であり、発
電量計測時間間隔は第２の時間の一例であり、第２の発電量Ｅｐは第３の発電量の一例で
ある。また、日射量を示す情報は第１の検出情報、及び第２の検出情報の一例であり、日
射系は第１のセンサー、及び第２のセンサーの一例であり、データ蓄積部は情報蓄積部の
一例である。
【符号の説明】
【００５８】
　１０…通信設備、１１…太陽電池、１２…ＤＣ／ＤＣコンバータ、１３…停電監視部、
１４…発電機、１５…整流器、１６…蓄電池、１７…過放電防止部、１８…制御部、１０
０、２００…発電量予測装置、１０２…センサー、１０４…データ蓄積装置、１０６…制
御部、１０８…制御対象機器、２０２…センサー、２０３…センサー、２０４…データ蓄
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積装置、２０６…制御部、２０８…制御対象機器
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